
2009年4月以降に製造された、屋内式
ガス湯沸器やふろがまは、経年劣化によ
る事故を防止するため、定められた時期
に点検を受ける制度（特定保守製品安全
点検制度）の対象となっています。
そのため所有者は所有者登録をすること
が求められています。
安全のため、必ず所有者登録をしましょう。

特定保守製品ラベル(例)

特定保守製品
・製品名　ABC-DEF

・
特定製造事業者等名

 

○○○○株式会社

 

東京都千代田区○○町1-1
・製造番号　11.01.00001

・
設計標準使用期間　10年

・

点検期間

 

2019年1月から2020年12月

・

問い合わせ連絡先

 

○○○○お客さま連絡センター

 

0120-0000-000

この登録ハガキ付きチラシは、経済産業省からの要請に基づき
（一社）日本ガス石油機器工業会が協力、提供しています。

本チラシに関する問合わせ先　03-3252-6101

法律で定められていますので　ご注意︕
所有者情報の提供は所有者の責務です!!

屋内式ガス湯沸器・ふろがまの
もうお済みですか︖

所有者登録︕
もうお済みですか︖

所有者登録︕

郵便はがき

1 0 1 0 0 4 6
料金後納郵便
神田郵便局

有効期限
平成30年 2月まで

（受取人）
千代田区神田多町2-11

　
日本ガス石油機器工業会
　　　　　　　 所有者登録係

ガス種　 □ 都市ガス　□ LPガス製品情報欄

製品（型式）名

特定製造事業者名

製造番号

所有者票の記入者　 □ お客さま　□ 代行者

ガス事業者の情報欄

ガス事業者名

電話番号

記入日　　　　　　 20　　　年　　　月　　　日

□ ガスター　□ 長府製作所　□ パーパス　□ リンナイ
□ 世田谷製作所　□ ノーリツ　□ パロマ　□ タイヘイ　
□ ハーマン　□ モリタ工業

（記入方法）
■←塗りつぶしてください

〈キリトリ線〉

登録はこのハガキを投函するだけ!!
購入時に製品に同梱された登録用ハガキを
お持ちの場合は、そちらをご利用ください。

特定保守製品

上記屋内式ガス機器が対象で、特定保守
製品ラベルが製品本体に貼られています。

法律で定められていますので　ご注意︕
所有者情報の提供は所有者の責務です!!

製品に貼られ
たラベルを見て
ハガキにご記
入ください。

ラ　ベ　ル

登録が必要な製品

登録が必要な製品開放型
小型湯沸器
開放型
小型湯沸器

バランス
ふろがま
バランス
ふろがま

(半)密閉燃焼式
ガス瞬間湯沸器
(半)密閉燃焼式
ガス瞬間湯沸器

Ver.5a2016.01
宛名変更

別添３　(表・裏)



所有者情報記入欄
楷書で、はっきりと見やすい字でご記入を
お願いします。点検の時期が来ましたら、
こちらに案内をお届けします。

※所有者が法人の場合は法人名をご記入ください。
※電話番号も必ずご記入ください。

フリガナ

お名前

ご住所　　　〒

　

電話番号　　　　　　　　̶　　　　　　　̶

都 道 

府 県

アパート・マンション名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号室

（法人名）

所有者登録から
点検までの流れ

投函していただいたはがきは、それぞれの製品の
メーカーに送付され、製品の所有者登録が行われ
ます。点検の時期が来た時に、メーカーから点 検
の案内を行う際の大事な情報として適切に管 理
されます。

〈キリトリ線〉

●登録について

●個人情報の取り扱いについて

所有者登録のお願い

参考：点検制度に関する経済産業省　関連サイト　
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

点検、登録についてのお問合わせは
各メーカーまでお願いします。

特定製造事業者等の連絡先
（株）ガスター　 点検センター　 0120（642）109
（株）世田谷製作所　営業部管理課　 03（3707）5531
（株）タイヘイ　 本社　 0256（92）7788
（株）長府製作所　 点検連絡窓口　 0120（921）971
（株）ノーリツ　 コンタクトセンター　 0120（911）026
（株）ハーマン　 点検受付センター　 0120（780）137

   パーパス（株）  点検受付センター　 0120（323）884

（株）パロマ　 お客様センター　 0120（378）860
モリタ工業（株）　 サービス課　 0120（446）252
リンナイ（株）　 製品点検センター　 0120（493）110

（旧社名　ハーマンプロ）　 

（旧社名　髙木産業）　 

必ずご記入ください

点検制度対象製品には、所有者票と呼ばれるは
がきが同梱されており、購入時に所有者情報を
ご記入の上、登録いただくこととなっています。
　この度、経済産業省より要請があり、製造事
業者及びガス事業者より未登録の方へ登録のお
願いをしております。
何とぞご協力をお願いします。

　所有者登録を頂いた個人情報は、消費生活用
製品安全法・個人情報保護法により、適切な管
理のもと、特定製造事業者に届けられ、適切な
時期の点検やリコール等、製品安全に関する重
要なお知らせ以外に使用しません。

はがきに記入して投函、
所有者登録をします。

点検時期が来ると
案内が送られてきます。

点検をします。（有償 )


